
屠殺　 A22B

A22 屠殺 ; 肉処理 ; 家禽または魚の処理

A22B 屠殺　

  1/00 屠殺される動物を束縛するための装置　
  3/00 屠殺または気絶の方法（切断一般 B26）

　
  3/02 ･ボルト , 例 . 屠殺用ピストル , 屠殺用ボ

ルト , によるもの　
  3/04 ･屠殺される動物のためのマスク ; 気絶

させる装置と結合されたマスク　
  3/06 ･電流による屠殺または気絶（そのため

の電気回路 H05C）　
  3/08 ･家禽または魚用のもの , 例 . 屠殺用ペン

チ , 屠殺用大ばさみ　
  3/10 ･屠殺具 ; 屠殺用ナイフ　
  3/12 ･清浄な屠殺器具　
  5/00 屠殺中または屠殺後に使用する付属具　
  5/02 ･屠殺囲い　
  5/04 ･採血装置 ; 血液攪拌具　
  5/06 ･牛のための屠殺台またはスプレッタ－

　
  5/08 ･湯剥ぎ ; こすり道具 ; 脱毛 ; 毛焼（皮の

処理 C14B）　
  5/10 ･･手動器具　
  5/12 ･･湯剥釜　
  5/14 ･舌ばさみ ; のどを閉めるための装置　
  5/16 ･皮を剥ぐ器具またはナイフ　
  5/18 ･屠殺動物の胃の洗浄　
  5/20 ･分割器具　
  7/00 屠殺場の装備　
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